
＜加入する保険・共済が補助条件を満たすことを確認するための参考資料＞

　保険・共済への加入及び付保割合確認書 ※30％以上が必須

整理番号  補助事業で整備した施設・設備名称
保険の種類

（例：火災保険（風水害含む）／車
両保険）

補助事業で整備した施設・設備の
再取得価格（円）

①

受領保険金額（円）
②

付保割合（％）
（②÷①）

※小数点未満切捨て

合計

中小企業者用

〇 加入に際して、以下の条件を必ずご確認下さい。

・自然災害（風害・雪害・水害・地震 等の少なくとも１つを含む）による損害を

補償する保険・共済であること ※地震保険への加入は必須ではない

・上記補償対象に、復旧した施設・設備が含まれていること

・保険の種類は「新価型」であること ※時価型は不可(県HP Q&A 7ページ問13参照)

・定められた付保割合を満たしていること

〇 契約内容をご確認頂き、上記条件を満たさない場合は、条件を満たす保険・

共催に加入いただく必要があります。

〇 保険証券を確認し、「再取得価格①」を記載してください。

※保険会社によって、名称が異なる場合があります。

・評価基準 ・評価価額 ・保険価額 等

〇 実績報告書の提出時には、保険会社（代理店）にご確認の上、

保険証券の写しに、「再取得価格①」の金額が判断出来る箇所に

マークを付けてご提出下さい。

〇 保険証券を確認し、「受領保険金額②」を記載してください。

※保険会社によって、名称が異なる場合があります。

・支払限度額 ・保険金額 ・額の上限 等

〇 実績報告書の提出時には、保険会社（代理店）にご確認の上、

保険証券の写しに、「受領保険金額②」の金額が判断出来る

箇所にマークを付けてご提出下さい。

実績報告書では、下記様式を提出いただき、条件を満たす保険・共済であることを確認します。

あらかじめ、 各項目の内容について、保険会社（代理店）にご相談いただいたうえで、

交付申請書を作成いただくようお願いします。
※保険会社様にご確認の際は、本書面を提示してご相談ください。補助金事務局では保険内容については判断出来ません。

※交付申請時には加入していなくても構いません。実績報告書の提出時までに必ず加入してください。

※実績報告書の提出時において、保険・共済の契約が有効期限内である必要があります。

〇 付保割合（②÷①）が、下記を満たして

いることを必ず確認してください。

・中小企業者 30％以上

・中堅企業 40％以上

※付保割合が補助条件を満たさない保険・共済は

認められません。


